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メリル・リンチ・コモディティ・インクの商品契約カウンターパーティへの追加について 

 

ETFS コモディティ・セキュリティーズ・リミッド(発行体)は、メリル・リンチ・コモディティ・イン

ク（Merrill Lynch Commodities, Inc (以下、「MLCI」と言います。)を、商品上場投資信託の商品契約

カウンターパーティに任命するとの基本契約を締結し、商品契約カウンターパーティが追加されること

になりましたので、ご報告いたします。 

 

基本契約が発効すると、UBS AG ロンドン支店（以下、「UBS」と言います。）と MLCI の両者が商品

契約カウンターパーティとなります。この結果、商品上場投資信託は、発行体が、発行体、UBS、およ

び MLCI との間で合意した取決めに基づいて、決定するところに従い、UBS または MLCI のいずれか



 
との間で締結された商品契約により担保されることになります。すべての種類に属するすべての商品上

場投資信託は、UBS 又は MLCI のいずれを商品カウンターパーティとするかにかかわらず、当該種類

のすべての商品上場投資信託と代替可能となります。MLCI の支払い義務は、バンク・オブ・アメリカ・

コーポレーション（Bank of America Corporation）により保証されることとなっています。 

 

MLCI との間での基本合意が発効するためには、以下の条件を含めた複数の条件の成就または免除が必

要となります。 

 

 既存の認定参加者との間で、一定の認定参加者契約が MLCI との間で有効となること 

 商品上場投資信託の条件を改訂する追加的信託約款が締結され、有効となること 

 

発行体と MLCI は、可能な限り迅速にこれらの条件を満足させるよう、誠実かつ取引通念上合理的な方

法で協力することに合意しています。 

 

発行体は、ザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシーとの間で、2011

年 3 月 14 日に、追補信託約款を締結し、商品上場投資信託にかかる条件を改訂し、また、信託約款を

改訂しました。かかる改訂は、上記の条件が成就または免除された場合には、この開示の日から 30 日

経過以降に、発効します。発行体は、その発効の日の 2 日以上前に、発効の日を特定し、発表します。 

 

MLCI との間で新たに基本契約を締結することに伴い、発行体は、UBS との間で、UBS との基本契約

を改訂する新たな契約を締結しました。 

 

今回の MLCI の商品契約カウンターパーティへの追加に関しては、金融商品取引法に基づき臨時報告書

を遅滞なく提出する予定としております。 

 

商品上場投資信託の保有者は、商品上場投資信託にかかる発行体の債務は、UBS または MLCI によっ

て保証されているものではなく、UBS が提供する担保は UBS との間の商品契約のみを担保し、MLCI

の提供する担保は MLCI との間の商品契約のみを担保することとなり、UBS または MLCI は、各々の

発行体に対する債務を相互に保証するものではないことに留意されなければなりません。 

 

なお、参考までに、2011 年 3月 14 日に、ロンドン証券取引所における RNS(Regulatory  News Service)

を通じて開示した文書を添付しております。 
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